
○小西行長公マスコットキャラクターの名称及びイラスト使用に関する要綱 

平成23年10月19日 

告示第87号 

改正 平成25年3月13日告示第11号 

平成25年9月27日告示第73号 

平成27年4月28日告示第39号 

平成28年10月24日告示第70号 

令和2年6月15日告示第87号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，宇土城主として宇土のまちづくりに貢献した小西行長公を本市の歴

史資産及び伝統文化と併せ広く周知するという趣旨により，小西行長公マスコットキャ

ラクターの名称及びイラスト（以下「名称及びイラスト」という。）の有効な活用を図

るため，その使用について，必要な事項を定めるものとする。 

（基本デザイン等） 

第２条 名称並びにイラストの基本デザイン及びその展開デザインは，次に掲げるとおり

とする。 

(1) 名称 うとん行長しゃん 

(2) イラストの基本デザイン及びその展開デザイン 別図のとおり 

２ 名称及びイラストに関する一切の権限は，宇土市に帰属する。 

（使用の申請） 

第３条 名称及びイラストを使用（有体物，電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他

人の知覚によっては，認識することができない方式で作られた記録をいう。）又は音声

で創作的に表現するものをいう。以下同じ。）しようとする者は，名称及びイラスト使

用許可申請書（様式第1号。以下「申請書」という。）を市長に提出し，又は市長が別に

定める方法でその許可を受けなければならない。ただし，新聞，テレビ，雑誌その他報

道関係機関が報道目的に使用する場合，インターネット等において単に周知する場合及

び市が主体，主催又は共催となって実施するイベント等で使用する場合は，この限りで

ない。 

（使用の許可） 

第４条 市長は，前条の規定により申請書の提出があった場合は，その内容を審査し，適

当と認めるときは，名称及びイラスト使用許可書（様式第2号）を申請者に交付するもの

とする。 

２ 前項の場合において，市長は，必要な条件を付することができるものとする。 

（使用の不許可） 

第５条 市長は，前条第1項の規定による審査の結果，申請書の内容が次の各号のいずれか

に該当すると認める場合は，使用を許可しないものとする。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

(2) 名称及びイラストの趣旨に反するおそれがある場合 

(3) 特定の政治，思想及び宗教的活動に使用しようとする場合 

(4) 市の信用又は品位を害するものと認められる場合 



(5) 第三者の利益を害するものと認められる場合 

(6) 名称及びイラストの使用（いずれか一方のみを使用するものを含む。）によって誤

認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合 

(7) 立体物で，その表現がイラストの立体物と認められない場合 

(8) イラストの著しい変形その他イラストの使用が適当でないと認められる場合 

(9) 前各号に掲げる場合のほか，市長が使用を不適当と認める場合 

２ 前項の規定により名称及びイラストの使用を許可しないときは，名称及びイラスト使

用不許可決定通知書（様式第3号）により申請をした者に通知するものとする。 

（使用物件の提出） 

第６条 使用者は，使用許可に係る物件（以下「使用物件」という。）が完成した場合は，

当該完成の日から14日以内に市長に名称及びイラスト使用物件完成報告書（様式第4号）

及び完成した使用物件1部を提出しなければならない。第7条の規定により許可を受けた

者で使用物件に変更がある場合も，また同様とする。 

２ 前項の規定による使用物件の提出は，同項の規定にかかわらず，次の各号のいずれか

に該当するときは，それぞれ当該各号に規定する方法によるものとする。 

(1) 申請書に使用物件の実物を添付したとき 第9条第4号の規定により許可番号を記

載した当該物件（以下この項において単に「当該物件」という。）の提示又は当該物

件を写した写真の提出 

(2) 当該物件が1部のみのとき 当該物件の提示又は当該物件を写した写真等の提出 

(3) 前2号に掲げるときのほか，当該物件の提出が使用者に著しい負担となるとき 当

該物件を写した写真等の提出 

（使用内容の変更） 

第７条 第4条の規定により名称及びイラストの使用許可を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は，当該使用許可を受けた内容を変更しようとするときは，名称及びイラスト使

用許可変更申請書（様式第5号）を市長に提出し，その許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による申請書の提出に係る許可及び不許可の決定並びに通知については，

第4条及び第5条の規定を準用する。 

（使用料） 

第８条 名称及びイラストの使用料は，無料とする。 

（使用上の遵守事項） 

第９条 使用者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 名称及びイラストの使用許可を受けた目的及び用途のみに使用すること。 

(2) 使用許可に係る権利を第三者に譲渡し，又は転貸しないこと。 

(3) 商標法（昭和34年法律第127号）による商標登録及び意匠法（昭和34年法律第125

号）による意匠登録を行わないこと。 

(4) 使用物件中に第4条第1項に規定する使用許可書に記載された許可番号を記載する

こと。ただし，名称のみの使用の場合を除く。 

(5) 第4条第2項の規定により付された条件に従って使用すること。 

２ 第3条ただし書の規定により名称及びイラストを使用する者は，当該使用に係る物件に

おいて，「（(c)）宇土市」と掲示するものとする。 



（使用許可の取消し） 

第１０条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するときは，名称及びイラストの

使用許可を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認めたとき。 

２ 市長は，前項の規定により許可を取り消された者に対して当該許可に係る使用物件の

回収を求めることができる。この場合において，当該使用物件の回収費用その他使用許

可の取消しに伴い発生する一切の費用は，当該者が負担するものとする。 

（経費等の負担） 

第１１条 市は，この要綱により名称及びイラストを使用した者に対し，その実施に係る

経費又は役務を負担しないものとする。 

（損失補償等の責任） 

第１２条 市は，名称及びイラストの使用を許可したことによる損失補償等について，一

切の責任を負わない。 

（情報の公開） 

第１３条 市長は，名称及びイラストの使用許可の状況等について，広く利用促進を図る

観点から，名称及びイラストの使用許可の状況等に係る情報を公開することができる。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか，名称及びイラストの使用に関し必要な事項は，

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は，告示の日から施行する。 

附 則（平成25年告示第11号） 

この要綱は，告示の日から施行する。 

附 則（平成25年告示第73号） 

この要綱は，平成25年10月1日から施行する。 

附 則（平成27年告示第39号） 

この要綱は，平成27年4月28日から施行する。 

附 則（平成28年告示第70号） 

この要綱は，平成28年10月24日から施行する。 

別図（第2条関係） 

うとん行長しゃん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 



 



 



 



 



様式第１号（第3条関係） 

様式第２号（第4条関係） 

様式第３号（第5条関係） 

様式第４号（第6条関係） 

様式第５号（第7条関係） 

 


